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国
勢
調
査
の
回
答
は

10
月
7
日
㈭
ま
で
に

総
務
課

�
7
7
5
―

4
9
8
9

�
7
7
5
―

9
8
1
9

令
和
2
年
国
勢
調
査
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
日
本
に
住
ん
で
い
る
全
て
の

人
が
対
象
で
、
回
答
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

皆
さ
ん
の
回
答
は
、
社
会
福
祉
、
雇
用

政
策
、
生
活
環
境
の
整
備
、
防
災
対
策
な

ど
に
役
立
て
ら
れ
ま
す
。
今
回
の
調
査
は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止

の
た
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
ま
た
は

調
査
票
の
郵
送
提
出
を
お
願
い
し
て
い
ま

す
。イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
回
答
し
た
人
は
、

調
査
票
の
提
出
は
不
要
で
す
。

国
勢
調
査
員
を
は
じ
め
と
す
る
調
査
関

係
者
に
は
守
秘
義
務
が
あ
り
、
調
査
内
容

の
秘
密
は
保
護
さ
れ
ま
す
。

令
和
2
年
度
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会

体
育
賞
受
賞
者

市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
事
務
局（
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
内
）

�
・
�
7
7
1
―

0
0
8
3

市
の
体
育
ス
ポ
ー
ツ
団
体
・
ス
ポ
ー
ツ

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
団
体
の
振
興
に
貢
献

し
、
優
秀
な
成
績
を
収
め
た
人
を
表
彰
し

ま
し
た（
敬
称
略
）。
体
育
優
秀
児
童
賞

／
内
田
創
也（
尾
山
台
小
学
校
）他
21
人
、

優
秀
選
手
賞
・
個
人
／
野
﨑
美
羽（
東
中

学
校
）他
57
人
、
団
体
／
上
尾
卓
愛
会（
市

卓
球
連
盟
）他
11
団
体
、
功
労
賞
／
犬
竹

さ
ち
子（
市
卓
球
連
盟
）他
支
部
9
人
、
加

盟
団
体
17
人

※
受
賞
者
一
覧
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

10
月
以
降
の
公
的
年
金
か
ら
の

市
・
県
民
税
の
特
別
徴
収
税
額

市
民
税
課

�
7
7
5
―

5
1
3
1

�
7
7
5
―

9
8
4
6

市
・
県
民
税
が
公
的
年
金
か
ら
特
別
徴

収（
天
引
き
）さ
れ
る
人
は
、
10
月
か
ら
開

始
ま
た
は
徴
収
税
額
が
変
更
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

①
10
月
か
ら
新
た
に
特
別
徴
収
さ
れ
る
人

／
10
月
か
ら
天
引
き
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

｢納
税
通
知
書
｣2
枚
目
の
｢公
的
年
金
か

ら
の
特
別
徴
収
｣欄
の
10
月
以
降
の
税
額

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

②
8
月
以
前
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る

人
／
10
月
か
ら
徴
収
税
額
が
変
更
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
｢公
的
年
金
等
所
得

に
係
る
特
別
徴
収
税
額
の
決
定
通
知
書
｣

の
｢⑵
令
和
2
年
度

公
的
年
金
特
別
徴

収
税
額
｣、
ま
た
は
｢納
税
通
知
書
｣2
枚

目
の
｢公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
｣欄

で
、
10
月
以
降
の
税
額
を
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

※
①
②
に
関
わ
ら
ず
、
税
額
変
更
な
ど
に

よ
り
、
通
知
書
が
複
数
送
ら
れ
て
い
る
人

は
最
新
の
通
知
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の｢悩み・課題・
対策｣に、専門家が何度でも無料で個別相談に応じます。 �・�下表
のとおり �プラザ22 �相談日の前日までに電話で（平日だけ）商工
課へ

地震や武力攻撃などの災害時に、
国から「全国瞬時警報システム（Ｊア
ラート）」を通じて送られてくる緊急
情報を防災行政無線を用いて確実に
皆さんにお伝えするため、情報伝達
訓練を行います。これは、全国一斉
に行われる訓練です。 �10月7日㈬
11時ごろ �下表のとおり

※いずれも12：00～13：00は除きます。

内 容
持続化補助金などの申請支援、
資金繰り、経営全般
何から相談したら良いか分か
らない、事業の立て直し
チラシ・パッケージ・製品デ
ザインなどのＰＲ方法
オンラインサービス、テレワー
クなどを活用した販路拡大
雇用調整助成金、休業支援金・
給付金など
※この会場で申請手続きはで
きません。
持続化給付金、家賃支援給付
金など
※この会場で申請手続きはで
きません。

と き

9:30~16:30
（1回60分）

9:00~16:00
（1回50分）

9:00~16:00
（1回25分）

10/7~28の
毎週㈬

10/1㈭

10/8㈭

10/15㈭・
22㈭

毎週㈫㈮

毎週㈪~㈮

専門家

中小企業診断士①

中小企業診断士②

PRプランナー

ウェブ解析士

社会保険労務士

商工会議所
経営指導員

防災行政無線による試験放送

市内に設置してある防災行政
無線から一斉に、次のように放
送されます。
【放送内容】
①｢これは、Ｊアラートのテス
トです｣を3回
②｢こちらは、防災上尾です｣

防災行政無線を用いた
緊急情報の伝達訓練

危機管理防災課
�775―5140・�775―9927

商工課 �777―4441
�775―5024事業者向け

ワンストップ相談窓口

4
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国
勢
調
査
の
回
答
は

10
月
7
日
㈭
ま
で
に

総
務
課

�
7
7
5
―

4
9
8
9

�
7
7
5
―

9
8
1
9

令
和
2
年
国
勢
調
査
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
日
本
に
住
ん
で
い
る
全
て
の

人
が
対
象
で
、
回
答
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

皆
さ
ん
の
回
答
は
、
社
会
福
祉
、
雇
用

政
策
、
生
活
環
境
の
整
備
、
防
災
対
策
な

ど
に
役
立
て
ら
れ
ま
す
。
今
回
の
調
査
は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止

の
た
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
ま
た
は

調
査
票
の
郵
送
提
出
を
お
願
い
し
て
い
ま

す
。イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
回
答
し
た
人
は
、

調
査
票
の
提
出
は
不
要
で
す
。

国
勢
調
査
員
を
は
じ
め
と
す
る
調
査
関

係
者
に
は
守
秘
義
務
が
あ
り
、
調
査
内
容

の
秘
密
は
保
護
さ
れ
ま
す
。

令
和
2
年
度
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会

体
育
賞
受
賞
者

市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
事
務
局（
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
内
）

�
・
�
7
7
1
―

0
0
8
3

市
の
体
育
ス
ポ
ー
ツ
団
体
・
ス
ポ
ー
ツ

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
団
体
の
振
興
に
貢
献

し
、
優
秀
な
成
績
を
収
め
た
人
を
表
彰
し

ま
し
た（
敬
称
略
）。
体
育
優
秀
児
童
賞

／
内
田
創
也（
尾
山
台
小
学
校
）他
21
人
、

優
秀
選
手
賞
・
個
人
／
野
﨑
美
羽（
東
中

学
校
）他
57
人
、
団
体
／
上
尾
卓
愛
会（
市

卓
球
連
盟
）他
11
団
体
、
功
労
賞
／
犬
竹

さ
ち
子（
市
卓
球
連
盟
）他
支
部
9
人
、
加

盟
団
体
17
人

※
受
賞
者
一
覧
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

10
月
以
降
の
公
的
年
金
か
ら
の

市
・
県
民
税
の
特
別
徴
収
税
額

市
民
税
課

�
7
7
5
―

5
1
3
1

�
7
7
5
―

9
8
4
6

市
・
県
民
税
が
公
的
年
金
か
ら
特
別
徴

収（
天
引
き
）さ
れ
る
人
は
、
10
月
か
ら
開

始
ま
た
は
徴
収
税
額
が
変
更
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

①
10
月
か
ら
新
た
に
特
別
徴
収
さ
れ
る
人

／
10
月
か
ら
天
引
き
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

｢納
税
通
知
書
｣2
枚
目
の
｢公
的
年
金
か

ら
の
特
別
徴
収
｣欄
の
10
月
以
降
の
税
額

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

②
8
月
以
前
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る

人
／
10
月
か
ら
徴
収
税
額
が
変
更
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
｢公
的
年
金
等
所
得

に
係
る
特
別
徴
収
税
額
の
決
定
通
知
書
｣

の
｢⑵
令
和
2
年
度

公
的
年
金
特
別
徴

収
税
額
｣、
ま
た
は
｢納
税
通
知
書
｣2
枚

目
の
｢公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
｣欄

で
、
10
月
以
降
の
税
額
を
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

※
①
②
に
関
わ
ら
ず
、
税
額
変
更
な
ど
に

よ
り
、
通
知
書
が
複
数
送
ら
れ
て
い
る
人

は
最
新
の
通
知
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の｢悩み・課題・
対策｣に、専門家が何度でも無料で個別相談に応じます。 �・�下表
のとおり �プラザ22 �相談日の前日までに電話で（平日だけ）商工
課へ

地震や武力攻撃などの災害時に、
国から「全国瞬時警報システム（Ｊア
ラート）」を通じて送られてくる緊急
情報を防災行政無線を用いて確実に
皆さんにお伝えするため、情報伝達
訓練を行います。これは、全国一斉
に行われる訓練です。 �10月7日㈬
11時ごろ �下表のとおり

※いずれも12：00～13：00は除きます。

内 容
持続化補助金などの申請支援、
資金繰り、経営全般
何から相談したら良いか分か
らない、事業の立て直し
チラシ・パッケージ・製品デ
ザインなどのＰＲ方法
オンラインサービス、テレワー
クなどを活用した販路拡大
雇用調整助成金、休業支援金・
給付金など
※この会場で申請手続きはで
きません。
持続化給付金、家賃支援給付
金など
※この会場で申請手続きはで
きません。

と き

9:30~16:30
（1回60分）

9:00~16:00
（1回50分）

9:00~16:00
（1回25分）

10/7~28の
毎週㈬

10/1㈭

10/8㈭

10/15㈭・
22㈭

毎週㈫㈮

毎週㈪~㈮

専門家

中小企業診断士①

中小企業診断士②

PRプランナー

ウェブ解析士

社会保険労務士

商工会議所
経営指導員

防災行政無線による試験放送

市内に設置してある防災行政
無線から一斉に、次のように放
送されます。
【放送内容】
①｢これは、Ｊアラートのテス
トです｣を3回
②｢こちらは、防災上尾です｣

防災行政無線を用いた
緊急情報の伝達訓練

危機管理防災課
�775―5140・�775―9927

商工課 �777―4441
�775―5024事業者向け

ワンストップ相談窓口
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県内初の公営屋内50㍍プールを上尾市に！

8月23日に上尾市総合防災訓練として｢情報伝
達・避難訓練｣を実施しました。昨年8月の総合防
災訓練から全面的に見直し、実践的な訓練内容と
しました。これまでに｢荒川の水害を想定した訓
練｣、地震を想定した｢災害対策本部設置運営訓練｣
を行い、今回はそれに続く｢情報伝達・避難訓練｣です。
市民の安全を守るために普段から訓練を重ね、
防災体制の強化を図ることはとても大切なことで
す。現在の新型コロナウイルスの感染状況を踏ま
え、参加者を絞り、衛生面にも配慮しました。
｢東京湾北部を震源としたマグニチュード7．3の
地震が発生した｣との想定のもと、主に①災害対策
本部における災害情報の収集・伝達訓練②｢安否
確認・一斉通報システム｣を取り入れた職員安否
確認訓練③避難所開設キットを使用した避難所開
設訓練④ＩＰ無線、ドローンやスマートフォンに
よる本部との連携訓練⑤テントやパーテーション

を設置しコロナ禍での避難者受け入れ体制の検証
⑥外国人避難者対応訓練⑦要配慮者の移送訓練⑧
各指定避難所での資機材等の確認などを実施しま
した。
デモンストレーションで行われたドローンやス

マートフォンを使用しての映像伝送では、リアル
タイムで被災現場や避難所の様子を確認すること
ができました。防災技術の進歩には目を見張るも
のがあります。
｢普段から準備していなかったことは、災害時

何一つ実施することはできなかった｣。私の故郷、
陸前高田市の職員の言葉が忘れられません。
令和3年2月には｢災害対策本部設置運営訓練｣を

行う予定です。今後も不測の事態に備え、いざと
いう時に最善の行動が取れるよう防災力向上に努
めていきたいと思います。

～誘致に向けての2回目の要望活動～
県内初となる公営の屋内50㍍プールとスポーツ科学

拠点施設の整備に向けて県が検討を進める中、市は、
市内に施設を誘致するため、8月27日に県央地域であ
る上尾市・鴻巣市・桶川市・北本市の市長、伊奈町の
町長、各市議会・町議会の議長、県央地域選出県議会
議員7人と連携し、県央地域の代表として県知事と県
議会議長に改めて誘致に向けての要望活動を行ないま
した。これは、3月に引き続き2回目の要望活動です。

この施設が県央地域に整備されると、地域の皆さん
が利用できるとともに体育の授業、部活動などで児
童・生徒の教育の場としても活用できると考えられま
す。また、国内・外の主要な大会が開催されることに
なれば、多くの選手・関係者がこの県央地域を訪れるこ
ととなり、地域全体への経済波及効果も期待できます。
今後も、引き続き誘致の実現に向けての活動を行

なっていきます。

大野県知事(左)と畠山市長

被災箇所を確認し対応を協議

スポーツ振興課 �781―8112・�775―6608

県議会議長要望活動風景

｢情報伝達・避難訓練｣を実施

県知事要望活動風景

ＪＲ上尾駅

伊奈町

上尾市

候補地位置図
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ら
せ

保
険
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大
宮
年
金
事
務
所

�
6
5
2
―

3
3
9
9

公
的
年
金
制
度
に
は
、
老
後
の
生
活
を

支
え
る
｢老
齢
年
金
｣の
他
、
不
慮
の
け
が

や
病
気
な
ど
で
障
害
の
状
態
に
な
っ
た
と

き
の
｢障
害
年
金
｣が
あ
り
ま
す
。

障
害
年
金
は
、
障
害
の
原
因
と
な
っ
た

け
が
や
病
気
で
、
初
め
て
病
院
を
受
診
し

た
日（
初
診
日
）に
加
入
し
て
い
た
年
金
制

度
に
よ
っ
て
、
種
類
が
異
な
り
ま
す（
下

表
参
照
）。
【
受
給
要
件
】次
の
①
〜
③
の

要
件
に
全
て
該
当
す
る
人
①
年
金
制
度
加

入
中
に
初
診
日
が
あ
る（
初
診
日
が
20
歳

前
ま
た
は
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
年
金
未

加
入
期
間
中
の
人
は
障
害
基
礎
年
金
の
対

象
）②
一
定
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
③
保

険
料
納
付
要
件
を
満
た
し
て
い
る
【
年

金
額
】1
級
障
害
／
97
万
7
、1
2
5
円

2
級
障
害
／
78
万
1
、7
0
0
円（
令
和
2

年
度
）
※
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
額
は
、

厚
生
年
金
加
入
期
間
中
の
報
酬
額
と
加
入

期
間
で
算
出
さ
れ
ま
す
。
障
害
年
金
の
等

級
は
｢障
害
者
手
帳
の
等
級
｣と
は
異
な
り

ま
す
。
ま
た
、
配
偶
者
や
子
ど
も
が
い
る

と
き
は
、
前
記
の
金
額
に
一
定
額
が
加
算

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
【
申
請
方

法
】障
害
年
金
を
受
け
る
に
は
、
本
人
ま

た
は
家
族
に
よ
る
年
金
の
請
求
手
続
き
が

必
要
で
す
。
大
宮
年
金
事
務
所
ま
た
は
保

険
年
金
課
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問い合わせ先

保険年金課（年金担
当）・大宮年金事務
所

大宮年金事務所

大宮年金事務所

各共済組合

障害年金の種類

障害基礎年金

障害厚生年金

障害厚生（共済）年金

加入していた年金制度

国民年金
・第1号被保険者期間
・初診日が20歳前か60歳
以上65歳未満の期間に
ある

・第3号被保険者期間

厚生年金

厚生（共済）年金

上
尾
・
伊
奈
広
域
ご
み
処
理
施
設

の
建
設
候
補
地
を
決
定

環
境
政
策
課

�
7
7
5
―

6
9
2
5

�
7
7
5
―

9
8
7
2

上
尾
市
と
伊
奈
町
は
、
新
し
い
ご
み
処

理
施
設
の
候
補
地
選
定
に
つ
い
て
、住
民
、

有
識
者
な
ど
で
構
成
す
る
検
討
会
議
の
建

議
を
受
け
て
策
定
し
た
評
価
基
準
に
よ

り
、
候
補
地
を
評
価
し
、
協
議
の
上
、
下

図
の
伊
奈
町
小
室
柴
中
荻
区
内
を
候
補
地

と
し
て
決
定
し
ま
し
た
。
今
後
、
地
元
へ

の
説
明
や
用
地
買
収
に
向
け
て
の
協
議
、

各
種
計
画
策
定
・
調
査
な
ど
を
順
次
進
め

ま
す
。
ま
た
、
候
補
地
に
接
す
る
｢都
市

計
画
道
路
上
尾
伊
奈
線
｣の
整
備
も
合
わ

せ
て
進
め
ま
す
。

あ
げ
お
環
境
賞
候
補
者
を
募
集

環
境
政
策
課

�
7
7
5
―

6
9
2
5

�
7
7
5
―

9
8
7
2

市
環
境
推
進
協
議
会
で
は
、
環
境
保
全

へ
の
意
識
を
高
め
る
た
め
、
模
範
に
な
る

優
れ
た
取
り
組
み
を
し
た
個
人
・
市
民
団

体
・
事
業
者
を
表
彰
し
ま
す
。
表
彰
は
、

来
年
度
の
｢上
尾
市
環
境
推
進
大
会
｣で
行

う
予
定
で
す
。
�
次
の
①
〜
⑧
の
い
ず

れ
か
を
お
お
む
ね
3
年
以
上
継
続
し
て
お

り
、
将
来
的
に
も
継
続
が
見
込
ま
れ
る
市

内
で
活
動
し
て
い
る
個
人
・
市
民
団
体
ま

た
は
市
内
に
事
業
所
が
あ
る
事
業
者
①
河

川
・
湖
沼
・
緑
地
な
ど
身
近
な
自
然
に
対

す
る
保
全
活
動
②
身
近
な
自
然
の
創
造
を

行
う
先
進
的
な
活
動
③
省
資
源
・
省
エ
ネ

ル
ギ
ー
な
ど
地
球
温
暖
化
に
配
慮
し
た
活

動
④
ご
み
の
減
量
化
・
リ
サ
イ
ク
ル
に
よ

る
資
源
循
環
型
社
会
の
構
築
の
た
め
の
活

動
⑤
環
境
学
習
な
ど
、
環
境
保
全
意
識
を

高
め
る
た
め
の
活
動
⑥
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム
の
導
入
や
製
造
工
程
な
ど
事

業
活
動
に
お
け
る
環
境
負
荷
低
減
に
関
し

て
の
有
効
な
取
り
組
み
⑦
環
境
の
保
全
や

創
造
に
貢
献
す
る
特
に
優
れ
た
製
品
や

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業

※
同
業
他

社
よ
り
著
し
く
優
れ
て
い
る
点
、
地
域
社

会
へ
の
貢
献
の
状
況
な
ど
に
つ
い
て
付
記

し
て
く
だ
さ
い
。
⑧
そ
の
他
、
環
境
保

全
や
環
境
負
荷
の
低
減
に
関
し
て
有
効
な

活
動

※
受
賞
者
は
選
考
に
よ
り
決
定
し

ま
す
。過
去
5
年
以
内
に
同
一
事
例
で
｢あ

げ
お
環
境
賞
｣を
受
賞
し
た
人
は
対
象
外

で
す
。
【
募
集
期
間
】10
月
1
日
㈭
〜
11

月
30
日
㈪

※
応
募
方
法
な
ど
詳
し
く

は
、
市
環
境
推
進
協
議
会
事
務
局（
環
境

政
策
課
内
）に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
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タイムで被災現場や避難所の様子を確認すること
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大
宮
年
金
事
務
所

�
6
5
2
―

3
3
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公
的
年
金
制
度
に
は
、
老
後
の
生
活
を

支
え
る
｢老
齢
年
金
｣の
他
、
不
慮
の
け
が

や
病
気
な
ど
で
障
害
の
状
態
に
な
っ
た
と

き
の
｢障
害
年
金
｣が
あ
り
ま
す
。

障
害
年
金
は
、
障
害
の
原
因
と
な
っ
た

け
が
や
病
気
で
、
初
め
て
病
院
を
受
診
し

た
日（
初
診
日
）に
加
入
し
て
い
た
年
金
制

度
に
よ
っ
て
、
種
類
が
異
な
り
ま
す（
下

表
参
照
）。
【
受
給
要
件
】次
の
①
〜
③
の

要
件
に
全
て
該
当
す
る
人
①
年
金
制
度
加

入
中
に
初
診
日
が
あ
る（
初
診
日
が
20
歳

前
ま
た
は
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
年
金
未

加
入
期
間
中
の
人
は
障
害
基
礎
年
金
の
対

象
）②
一
定
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
③
保

険
料
納
付
要
件
を
満
た
し
て
い
る
【
年

金
額
】1
級
障
害
／
97
万
7
、1
2
5
円

2
級
障
害
／
78
万
1
、7
0
0
円（
令
和
2

年
度
）
※
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
額
は
、

厚
生
年
金
加
入
期
間
中
の
報
酬
額
と
加
入

期
間
で
算
出
さ
れ
ま
す
。
障
害
年
金
の
等

級
は
｢障
害
者
手
帳
の
等
級
｣と
は
異
な
り

ま
す
。
ま
た
、
配
偶
者
や
子
ど
も
が
い
る

と
き
は
、
前
記
の
金
額
に
一
定
額
が
加
算

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
【
申
請
方

法
】障
害
年
金
を
受
け
る
に
は
、
本
人
ま

た
は
家
族
に
よ
る
年
金
の
請
求
手
続
き
が

必
要
で
す
。
大
宮
年
金
事
務
所
ま
た
は
保

険
年
金
課
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問い合わせ先

保険年金課（年金担
当）・大宮年金事務
所

大宮年金事務所

大宮年金事務所

各共済組合

障害年金の種類

障害基礎年金

障害厚生年金

障害厚生（共済）年金

加入していた年金制度

国民年金
・第1号被保険者期間
・初診日が20歳前か60歳
以上65歳未満の期間に
ある

・第3号被保険者期間

厚生年金

厚生（共済）年金

上
尾
・
伊
奈
広
域
ご
み
処
理
施
設

の
建
設
候
補
地
を
決
定

環
境
政
策
課
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上
尾
市
と
伊
奈
町
は
、
新
し
い
ご
み
処

理
施
設
の
候
補
地
選
定
に
つ
い
て
、住
民
、

有
識
者
な
ど
で
構
成
す
る
検
討
会
議
の
建

議
を
受
け
て
策
定
し
た
評
価
基
準
に
よ

り
、
候
補
地
を
評
価
し
、
協
議
の
上
、
下

図
の
伊
奈
町
小
室
柴
中
荻
区
内
を
候
補
地

と
し
て
決
定
し
ま
し
た
。
今
後
、
地
元
へ

の
説
明
や
用
地
買
収
に
向
け
て
の
協
議
、

各
種
計
画
策
定
・
調
査
な
ど
を
順
次
進
め

ま
す
。
ま
た
、
候
補
地
に
接
す
る
｢都
市

計
画
道
路
上
尾
伊
奈
線
｣の
整
備
も
合
わ

せ
て
進
め
ま
す
。

あ
げ
お
環
境
賞
候
補
者
を
募
集

環
境
政
策
課
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―
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市
環
境
推
進
協
議
会
で
は
、
環
境
保
全

へ
の
意
識
を
高
め
る
た
め
、
模
範
に
な
る

優
れ
た
取
り
組
み
を
し
た
個
人
・
市
民
団

体
・
事
業
者
を
表
彰
し
ま
す
。
表
彰
は
、

来
年
度
の
｢上
尾
市
環
境
推
進
大
会
｣で
行

う
予
定
で
す
。
�
次
の
①
〜
⑧
の
い
ず

れ
か
を
お
お
む
ね
3
年
以
上
継
続
し
て
お

り
、
将
来
的
に
も
継
続
が
見
込
ま
れ
る
市

内
で
活
動
し
て
い
る
個
人
・
市
民
団
体
ま

た
は
市
内
に
事
業
所
が
あ
る
事
業
者
①
河

川
・
湖
沼
・
緑
地
な
ど
身
近
な
自
然
に
対

す
る
保
全
活
動
②
身
近
な
自
然
の
創
造
を

行
う
先
進
的
な
活
動
③
省
資
源
・
省
エ
ネ

ル
ギ
ー
な
ど
地
球
温
暖
化
に
配
慮
し
た
活

動
④
ご
み
の
減
量
化
・
リ
サ
イ
ク
ル
に
よ

る
資
源
循
環
型
社
会
の
構
築
の
た
め
の
活

動
⑤
環
境
学
習
な
ど
、
環
境
保
全
意
識
を

高
め
る
た
め
の
活
動
⑥
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム
の
導
入
や
製
造
工
程
な
ど
事

業
活
動
に
お
け
る
環
境
負
荷
低
減
に
関
し

て
の
有
効
な
取
り
組
み
⑦
環
境
の
保
全
や

創
造
に
貢
献
す
る
特
に
優
れ
た
製
品
や

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業

※
同
業
他

社
よ
り
著
し
く
優
れ
て
い
る
点
、
地
域
社

会
へ
の
貢
献
の
状
況
な
ど
に
つ
い
て
付
記

し
て
く
だ
さ
い
。
⑧
そ
の
他
、
環
境
保

全
や
環
境
負
荷
の
低
減
に
関
し
て
有
効
な

活
動

※
受
賞
者
は
選
考
に
よ
り
決
定
し

ま
す
。過
去
5
年
以
内
に
同
一
事
例
で
｢あ

げ
お
環
境
賞
｣を
受
賞
し
た
人
は
対
象
外

で
す
。
【
募
集
期
間
】10
月
1
日
㈭
〜
11

月
30
日
㈪

※
応
募
方
法
な
ど
詳
し
く

は
、
市
環
境
推
進
協
議
会
事
務
局（
環
境

政
策
課
内
）に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
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上尾市職員倫理条例に
基づく取り組み

介
護
保
険
料
の
納
め
忘
れ
に

ご
注
意
を高

齢
介
護
課
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8
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7
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65
歳
以
上
の
人（
第
1
号
被
保
険
者
）

は
、
次
の
①
〜
⑤
の
場
合
、
保
険
料
の
納

付
方
法
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

①
65
歳
に
な
っ
た
／
特
別
徴
収（
年
金
天

引
き
）に
な
る
ま
で
の
間
、
納
付
書
ま
た

は
口
座
振
替
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

②
転
入
し
た
／
前
住
所
地
で
年
金
天
引
き

だ
っ
た
人
も
、
転
入
し
た
年
度
の
保
険
料

は
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納
め
て
く

だ
さ
い
。
年
金
天
引
き
は
翌
年
度
か
ら
に

な
り
ま
す
。

③
転
出
・
死
亡
し
た
／
資
格
喪
失
月
の
前

月
ま
で
の
月
割
り
保
険
料
を
納
め
て
く
だ

さ
い
。
介
護
保
険
料
額
変
更
通
知
書
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
確
認
の
上
、
納
め
て
く

だ
さ
い
。

④
年
金
の
差
し
止
め
で
年
金
天
引
き
が
中

止
に
な
っ
た
／
保
険
料
を
納
付
書
ま
た
は

口
座
振
替
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

⑤
年
金
天
引
き
に
な
っ
て
い
る
が
修
正
申

告
な
ど
で
保
険
料
の
段
階
が
上
が
っ
た
／

保
険
料
の
増
額
分
を
納
付
書
ま
た
は
口
座

振
替
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

※
①
②
で
翌
年
度
以
降
も
年
金
天
引
き
に

な
ら
な
い
人
は
、
納
付
書
ま
た
は
口
座
振

替
で
の
納
付
に
な
り
ま
す
。

■
未
納
が
続
く
と
利
用
料
の
支
払
方
法
が

変
更
に

介
護
保
険
制
度
は
、
高
齢
者
の
介
護
を

社
会
全
体
で
支
え
る
制
度
で
す
。
制
度
の

公
平
性
を
保
つ
た
め
、
保
険
料
を
納
め
て

い
な
い
状
態
が
長
期
間
続
く
場
合
は
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
の
支
払
い
方
法
が

次
の
⑴
〜
⑶
に
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

⑴
滞
納
状
態
で
1
年
経
過
し
た
保
険
料
が

あ
る
／
利
用
料
の
自
己
負
担
額
が
10
割
に

な
り
、
後
で
市
に
申
請
し
て
給
付
分
を
受

け
取
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑵
滞
納
状
態
で
1
年
6
カ
月
経
過
し
た
保

険
料
が
あ
る
／
利
用
料
の
自
己
負
担
額
が

10
割
に
な
り
、
給
付
が
一
時
停
止
さ
れ
ま

す
。
そ
れ
で
も
な
お
納
付
さ
れ
な
い
場
合

は
、
一
時
停
止
の
給
付
費
か
ら
滞
納
保
険

料
額
を
差
し
引
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

⑶
時
効
の
た
め
納
付
で
き
な
く
な
っ
た
保

険
料
が
あ
る
／
利
用
料
の
自
己
負
担
額
が

3
割（
ま
た
は
4
割
）に
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
な

ど
の
支
給
は
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

■
納
付
が
困
難
な
場
合
は
早
め
に
相
談
を

特
別
な
事
情
に
よ
り
納
付
が
困
難
な
と

き
は
、
保
険
料
の
分
割
納
付
や
減
額（
審

査
あ
り
）を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
早
め
に
高
齢
介
護
課
に
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

｢緊
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
｣の
配
布

警
防
課
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―
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―
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障
害
福
祉
課

�
7
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―

5
1
2
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�
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8
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高
齢
介
護
課

�
7
7
5
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5
1
2
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�
7
7
6
―

8
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7
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65
歳
以
上
や
障
害
の
あ
る
人
が
安
心
し

て
生
活
で
き
る
よ
う
、
希
望
者
に
｢緊
急

医
療
情
報
キ
ッ
ト
｣を
配
布
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
自
分
の
医
療
情
報
や
緊
急
連
絡

先
な
ど
を
記
入
し
た
用
紙
を
、
筒
状
の
容

器
に
入
れ
自
宅
の
冷
蔵
庫
で
保
管
し
、
万

が
一
の
災
害
や
病
気
な
ど
の
緊
急
時
に
備

え
る
も
の
で
す
。
配
布
は
1
世
帯
1
個
に

上尾市職員倫理条例は、職員の職務に係る法令の
遵守と倫理の保持に関して必要な措置を講ずること
により、職務の遂行の公正さに対する市民の疑惑や
不信を招くような行為の防止を図り、公務に対する
市民の信頼を確保することを目的に、令和2年4月に
施行しました。
条例に基づき、弁護士などで構成する外部委員に

よる審査会を外部組織として設置し、不当要求行為
などへの組織的対応や職員のコンプライアンスに係
る調査などを行います。また、職員の職務に対して
行われる要望などについて原則記録・保存するな
ど、コンプライアンスの確保に向けた取り組みを推
進します。

■外部通報窓口を設置
公益通報の実効性を高めるため、下記のとおり外

部通報窓口を設置しました。市政の運営に係る法令
違反などについて、郵送またはファクスで受け付け
ます。 ※通報は、確実な資料に基づき誠実に行わ
れるものとし、不正な利益を得たり、他人に損害を
加えることを目的としたり、濫用によりいたずらに
公務に支障を生じさせたりするものは対象から除き
ます。
【外部通報窓口】石川和子弁護士（アーク法律事務所）
（〒330―0854さいたま市大宮区桜木町1―10―16シーノ
大宮ノースウイング14階Ｂ、�644―1552） ※取り
組みについて詳しくは、市ホームページまたは『コ
ンプライアンスハンドブック（仮称）』（職員課、各
支所・出張所に10月中に設置予定）をご覧ください。

職員課 �775―5112・�775―9819

緊急医療情報キット

限
り
ま
す
。
※
家
族
が
複
数
人
の
場
合

は
、
全
員
分
の
医
療
情
報
シ
ー
ト
を
1
つ

の
容
器
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
�
市
内

に
在
住
の
65
歳
以
上
ま
た
は
障
害
の
あ
る

人

①
65
歳
以
上
の
人

�
自
動
車
運
転

免
許
証
・
保
険
証
な
ど
の
本
人
確
認
が
で

き
る
物

�
警
防
課
・
高
齢
介
護
課

②

障
害
の
あ
る
人

�
障
害
者
手
帳

�
障

害
福
祉
課
【
①
②
共
通
】
�
必
要
書
類

を
用
意
し
て
直
接
、
各
消
防
署
・
分
署
、

障
害
福
祉
課
、
高
齢
介
護
課
、
各
支
所
・

出
張
所
へ

※
本
人
確
認
が
で
き
れ
ば
、

代
理
人
に
よ
る
申
請
も
可
能
で
す
。

荒
川
第
二
・
三
調
節
池
事
業
の

環
境
影
響
評
価
準
備
書
の
縦
覧
と

意
見
書
の
受
け
付
け

さ
い
た
ま
市
環
境
対
策
課

�
8
2
9
―

1
3
3
2

�
8
2
9
―

1
9
9
1

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
が
実
施

す
る
荒
川
第
二
・
三
調
節
池
事
業
に
つ
い

て
、
環
境
影
響
評
価
準
備
書
の
縦
覧
と
意

見
書
の
提
出
を
受
け
付
け
ま
す
。
【
事
業

実
施
区
域
】さ
い
た
ま
市
、
川
越
市
、
上

尾
市
の
荒
川
左
岸
【
準
備
書
の
縦
覧
】

�
10
月
30
日
㈮
ま
で
の
平
日
8
時
30
分
〜

17
時

�
環
境
政
策
課

※
さ
い
た
ま
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
�https

://w
w
w
.cit

y.saitam
a.jp

/index.htm
l

）で
も
縦

覧
で
き
ま
す
。
【
意
見
書
の
提
出
】意
見

書（
環
境
政
策
課
に
あ
る
。
さ
い
た
ま
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も

可
）に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
直
接
か

郵
送
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
、
メ
ー
ル
で
、
11

月
13
日
㈮
ま
で（
当
日
消
印
有
効
）に
国
土

交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
荒
川
調
節
池
工

事
事
務
所
調
査
設
計
課（
〒
338
―

0
8
3
7

さ
い
た
ま
市
桜
区
田
島
8
―

17
―

1
、
�
767

―

6
0
5
8
、
�ktr-araike-chousa@

m
lit.go.jp

）へ

上
尾
富
士
見
団
地
地
区
・

地
頭
方
地
区
の

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
原
案
の

閲
覧
・
縦
覧
と
意
見
書
の
提
出
と

説
明
公
聴
会

都
市
計
画
課

�
7
7
5
―

7
6
2
9

�
7
7
5
―

9
9
0
6

�
上
尾
富
士
見
団
地
地
区（
富
士
見
一
丁

目
・
二
丁
目
の
各
一
部
）を
対
象
と
し
た

｢上
尾
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
｣、
地

頭
方
地
区（
大
字
地
頭
方
、
大
字
壱
丁
目
、

大
字
堤
崎
の
各
一
部
）を
対
象
と
し
た
｢上

尾
都
市
計
画
準
防
火
地
域
の
変
更
｣｢上
尾

都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
｣
�
区
域

内
の
土
地
所
有
者
ま
た
は
利
害
関
係
人

【
原
案
の
閲
覧
・
縦
覧
】
�
10
月
1
日
㈭

〜
15
日
㈭
の
平
日
8
時
30
分
〜
17
時
15
分

�
都
市
計
画
課

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

も
掲
載
し
ま
す
。
【
地
区
計
画
の
変
更
の

原
案
に
対
す
る
意
見
書
の
提
出
】意
見
書

（
都
市
計
画
課
に
あ
る
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
10
月
22
日
㈭
ま
で（
当
日

消
印
有
効
）に
直
接
ま
た
は
郵
送
で
都
市

計
画
課（
〒
362
―

8
5
0
1
本
町
3
―

1
―

1
）へ
【
説
明
公
聴
会
】
�
上
尾
富
士

見
団
地
地
区
／
10
月
17
日
㈯
10
時
〜

地

頭
方
地
区
／
10
月
31
日
㈯
10
時
〜

�
大

谷
公
民
館

つみ た

国登録有形民俗文化財の｢上尾の摘田・畑作用具｣について、平成29年度から
実施していた調査事業の報告書（A4判、フルカラー341ページ、摘田の再現映
像のＤＶＤ付き）を刊行しました。

たねもみ

摘田は、田植えをしないで種籾（稲の種子）を田に
直接まく稲の栽培方法で、昭和30～40年頃まで行わ
れていました。市域のほとんどの農地は麦やサツマ
イモを栽培する畑作が中心でしたが、限られた環境
の中、摘田という農法が伝統的に継承されてきまし
た。｢上尾の摘田・畑作用具｣は、摘田による米作り
や畑作に使用された古い農具の資料群で、平成28年
3月2日付で国登録有形民俗文化財に登録されまし
た。調査報告書は、摘田に代表される上尾の農業の
歴史や、さまざまな農具を解説しています。
●閲覧 図書館本館
●販売 �市役所1階情報公開コーナー
�1，600円 上尾の摘田

生涯学習課 �775―9496・�776―2250

｢上尾の摘田・畑作用具｣の
調査報告書を刊行

国登録有形
民俗文化財
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緊急医療情報キット

限
り
ま
す
。
※
家
族
が
複
数
人
の
場
合

は
、
全
員
分
の
医
療
情
報
シ
ー
ト
を
1
つ

の
容
器
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
�
市
内

に
在
住
の
65
歳
以
上
ま
た
は
障
害
の
あ
る

人

①
65
歳
以
上
の
人

�
自
動
車
運
転

免
許
証
・
保
険
証
な
ど
の
本
人
確
認
が
で

き
る
物

�
警
防
課
・
高
齢
介
護
課

②

障
害
の
あ
る
人

�
障
害
者
手
帳

�
障

害
福
祉
課
【
①
②
共
通
】
�
必
要
書
類

を
用
意
し
て
直
接
、
各
消
防
署
・
分
署
、

障
害
福
祉
課
、
高
齢
介
護
課
、
各
支
所
・

出
張
所
へ

※
本
人
確
認
が
で
き
れ
ば
、

代
理
人
に
よ
る
申
請
も
可
能
で
す
。

荒
川
第
二
・
三
調
節
池
事
業
の

環
境
影
響
評
価
準
備
書
の
縦
覧
と

意
見
書
の
受
け
付
け

さ
い
た
ま
市
環
境
対
策
課

�
8
2
9
―

1
3
3
2

�
8
2
9
―

1
9
9
1

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
が
実
施

す
る
荒
川
第
二
・
三
調
節
池
事
業
に
つ
い

て
、
環
境
影
響
評
価
準
備
書
の
縦
覧
と
意

見
書
の
提
出
を
受
け
付
け
ま
す
。
【
事
業

実
施
区
域
】さ
い
た
ま
市
、
川
越
市
、
上

尾
市
の
荒
川
左
岸
【
準
備
書
の
縦
覧
】

�
10
月
30
日
㈮
ま
で
の
平
日
8
時
30
分
〜

17
時

�
環
境
政
策
課

※
さ
い
た
ま
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
�https

://w
w
w
.cit

y.saitam
a.jp

/index.htm
l

）で
も
縦

覧
で
き
ま
す
。
【
意
見
書
の
提
出
】意
見

書（
環
境
政
策
課
に
あ
る
。
さ
い
た
ま
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も

可
）に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
直
接
か

郵
送
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
、
メ
ー
ル
で
、
11

月
13
日
㈮
ま
で（
当
日
消
印
有
効
）に
国
土

交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
荒
川
調
節
池
工

事
事
務
所
調
査
設
計
課（
〒
338
―

0
8
3
7

さ
い
た
ま
市
桜
区
田
島
8
―

17
―

1
、
�
767

―

6
0
5
8
、
�ktr-araike-chousa@
m
lit.go.jp

）へ

上
尾
富
士
見
団
地
地
区
・

地
頭
方
地
区
の

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
原
案
の

閲
覧
・
縦
覧
と
意
見
書
の
提
出
と

説
明
公
聴
会

都
市
計
画
課

�
7
7
5
―

7
6
2
9

�
7
7
5
―

9
9
0
6

�
上
尾
富
士
見
団
地
地
区（
富
士
見
一
丁

目
・
二
丁
目
の
各
一
部
）を
対
象
と
し
た

｢上
尾
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
｣、
地

頭
方
地
区（
大
字
地
頭
方
、
大
字
壱
丁
目
、

大
字
堤
崎
の
各
一
部
）を
対
象
と
し
た
｢上

尾
都
市
計
画
準
防
火
地
域
の
変
更
｣｢上
尾

都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
｣
�
区
域

内
の
土
地
所
有
者
ま
た
は
利
害
関
係
人

【
原
案
の
閲
覧
・
縦
覧
】
�
10
月
1
日
㈭

〜
15
日
㈭
の
平
日
8
時
30
分
〜
17
時
15
分

�
都
市
計
画
課

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

も
掲
載
し
ま
す
。
【
地
区
計
画
の
変
更
の

原
案
に
対
す
る
意
見
書
の
提
出
】意
見
書

（
都
市
計
画
課
に
あ
る
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
10
月
22
日
㈭
ま
で（
当
日

消
印
有
効
）に
直
接
ま
た
は
郵
送
で
都
市

計
画
課（
〒
362
―

8
5
0
1
本
町
3
―

1
―

1
）へ
【
説
明
公
聴
会
】
�
上
尾
富
士

見
団
地
地
区
／
10
月
17
日
㈯
10
時
〜

地

頭
方
地
区
／
10
月
31
日
㈯
10
時
〜

�
大

谷
公
民
館

つみ た

国登録有形民俗文化財の｢上尾の摘田・畑作用具｣について、平成29年度から
実施していた調査事業の報告書（A4判、フルカラー341ページ、摘田の再現映
像のＤＶＤ付き）を刊行しました。

たねもみ

摘田は、田植えをしないで種籾（稲の種子）を田に
直接まく稲の栽培方法で、昭和30～40年頃まで行わ
れていました。市域のほとんどの農地は麦やサツマ
イモを栽培する畑作が中心でしたが、限られた環境
の中、摘田という農法が伝統的に継承されてきまし
た。｢上尾の摘田・畑作用具｣は、摘田による米作り
や畑作に使用された古い農具の資料群で、平成28年
3月2日付で国登録有形民俗文化財に登録されまし
た。調査報告書は、摘田に代表される上尾の農業の
歴史や、さまざまな農具を解説しています。
●閲覧 図書館本館
●販売 �市役所1階情報公開コーナー
�1，600円 上尾の摘田

生涯学習課 �775―9496・�776―2250

｢上尾の摘田・畑作用具｣の
調査報告書を刊行

国登録有形
民俗文化財
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各年度4月1日現在

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

職
員
数
（
人)

1,742 1,727

1,633

1,486
1,430 1,425 1,417 1,409 1,420 1,420 1,4271,418

平成
8年度

10 15 20 25 26 27 28 313029 令和2

98

100

102

104

106

108

110

112

114

ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数

105 15 20 21 22 23 24 25 26 27 30 312928平成
元年度

（参考値）（参考値）

108.5

105.5
104.5

102.0
100.9

101.5

102.3 102.7

111.4 111.1

102.2

103.3
103.5

103.4
101.8

103.0102.6
103.5

1 職員の任免と職員数に関する状況

退職
15（2）
0（0）
5（0）
0（0）
1（0）
2（0）
9（9）
2（0）
1（1）
4（0）
4（1）
2（2）
5（3）
50（18）
4（2）
54（20）

採用
21（8）
1（1）
5（2）
1（0）
0（0）
1（0）
7（7）
0（0）
0（0）
11（2）
4（0）
1（1）
2（2）
54（23）
12（5）
66（28）

区分
事 務 職
精神保健福祉士
土 木
機 械
電 気
建 築
保 育 士
児 童 指 導 員
看 護 師
消 防 士
指 導 主 事
保 健 師
技 能 労 務 職
小 計
再任用（フルタイム）

計

うち昇格者
4（1）
8（0）
18（8）

職員数
15（1）
27（1）
159（33）

区分
部 長 級
次 長 級
課 長 級

構成比（％）
1．7
2．6
13．9
13．2
16．5
32．9
19．2
100．0

職員数（人）
11
17
90
86
107
214
125
650

区 分
7級 部 長 級
6級 次 長 級
5級 課 長 級
4級 副 主 幹 級
3級 主 査 級
2級 主 任 級
1級 主 事 級
合 計

Ｒ2
12
217
66
367
92
2
13
6
102
877
159
268
427
123
1，427

Ｈ31
11
212
68
370
94
2
14
6
103
880
156
261
417
123
1，420

Ｈ30
11
211
68
365
96
2
14
6
105
878
158
261
419
121
1，418

区分
議 会
企画総務
税 務
民 生
衛 生
労 働
農林水産
商 工
土 木
小 計
教 育
消 防
小 計

公営企業等
合 計

部門

一
般
行
政

特
別
行
政

2 職員の人事評価の状況

3 職員の給与の状況

過去の人件費

（Ｈ29）
110億5，992万3千円
（Ｈ30）
110億6，497万4千円

人件費率
（B/A）

17．6％

人件費
（B）

111億
5，152万
1千円

歳出額
（A）

632億
70万
8千円

住基人口
（年度末）

229，037人

1人当たり
（B/A）

607万
2千円

給与費

計（B）

79億
1，128万
6千円

期末・勤勉
手当

20億
3，330万円

職員手当

11億
8，741万
1千円

給料

46億
9，057万
5千円

職員数
（A）

1，303人

平均年齢
40．5歳
50．8歳

平均給料月額
312，327円
330，929円

区分
一般行政職
技能労務職

給料月額
188，700円
160，100円

区分
大学卒
高校卒

一般行政職

20年
352，443円
該当者なし
該当者なし

15年
304，436円
該当者なし
該当者なし

10年
267，675円
該当者なし
該当者なし

経験年数区分
大学卒
高校卒
高校卒

一般行政職

技能労務職

※職員数は一般職に属する職員数で、地方公務
員の身分を保有する休職者、派遣職員、再任用
フルタイムなどを含み、臨時や非常勤職員を除
きます。

ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合
の地方公務員の給与水準を示す指数です。

市職員の給与や勤務状況などを公表します。特に記述のないものは、令和2年4月1日現在の状況です。

■部門別職員数の状況（単位：人）

■平成31年度 職員給与費の状況（普通会計決算）

■ラスパイレス指数の推移

※参考値とは、平成24・25年度の国家公務員の時限的な給与改定特例法によ
る措置がないとした場合の数値です。

能力・意欲評価及び実績評価を実施しました。

※職員手当には退職手当を含みません。
※職員数は、平成31年4月1日現在の人数です。

職員課 �775―5112・�775―9819

■職員数の推移
令和2年度の職員数は1，427人で、最多だった

平成8年度の1，742人より315人減少しました。

■一般行政職の級別職員数

■平成31年度 人件費の状況（普通会計決算）

■平均給料月額

■初任給額

■経験年数別・学歴別平均給料額

※人件費は特別職（市長・議員など）に支給する報酬などを含みます。
※人件費は平成10年度の150億3，953万4千円を最高に38億8，801万3千円減少
しています。

人事行政運営状況

※採用は平成31年4月2日から令和2年4月1日ま
で、退職は平成31年度中の職員数です。
※（ ）内は女性職員数で、内書きです。
※再任用職員の任期は1年です。

※（ ）内は女性数で、内書きです。

■職員の採用及び退職状況（単位：人）

■職位別任用状況（単位：人）
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通勤手当

①交通機関利用者／運賃相
当額
②交通用具利用者／通勤距
離に応じて算出した額

地域手当
地域における民間の賃金水準や物価等の事情を考慮して支給
する手当（給料、扶養手当、管理職手当の総額の6％）

特殊勤務手当
危険、不快な業務など特殊な業務に従事する職員に対して支
給する手当

退職手当
勧奨・定年

24．586875月分
33．270750月分
47．709000月分
47．709000月分

自己都合
19．669500月分
28．039500月分
39．757500月分
47．709000月分

住居手当

①借家の者／28，000円（上
限）
②持家居住者／令和2年度か
ら廃止

勤続年数
20年
25年
35年
最高限度

扶養手当
①配偶者／6，500円
②子／10，000円
③その他／6，500円
※6級職員については、配偶者とその他は3，500円となります。
※7級職員については、配偶者とその他は非支給となります。
※満16～22歳の子1人につき5，000円加算されます。

管理職手当

課長相当職以上の管理職職員に支給する手当

時間外勤務手当
正規の勤務時間外に勤務したときに支給する手当
※他に、夜間勤務手当、休日勤務手当があります。

管理職員特別勤務手当
課長相当職以上の管理職職員が、週休日等及び平日深夜に行
う突発的業務に対して支給する手当

期末・勤勉手当

年間支給率／4．5月（2．35月）
※支給額の算定には、職制上の段階、職務の級などによる算
定基礎の加算措置があります。
※（）は、再任用職員に係る支給割合です。

毎月
決まって
支給

実績に
応じて支給

臨時に支給

費用弁償

―

議会本会議・各委員会に出席／1日につき
2，000円

期末手当

年間支給率／4．5月
※支給額の算定の際、算定基礎の加算措置が
あります。

報 酬
900，000円
750，000円
695，000円
505，000円
460，000円
445，000円
435，000円

区 分
市 長
副 市 長
教 育 長
議 長
副 議 長
常 任 委 員 長
議 員

4 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

勤務時間の割り振り
週休日
㈯㈰

休憩時間
60分

終業
午後5時15分

始業
午前8時30分

1週間の勤務時間

38時間45分

5 職員の休業に関する状況

6 職員の分限及び懲戒処分の状況

7 職員の服務の状況

8 職員の退職管理の状況

9 職員の研修の状況

昇任・昇格時などに実施

人権・契約実務など

国・県の研修機関や民間派遣など

通信教育、自主研修グループなど

555人

300人

40人

125人

基本研修

特別研修

派遣研修

自主研修

10 職員の福祉及び利益の保護の状況

11 公平委員会の業務の状況

※退職手当の支給率については、令和2年4月1日～令和3年3月31日の退職者が対象になっています。

地方公務員法及び上尾市職員の退職管理に関する条例の規定に
基づく元職員の再就職に関する届出が2件ありました。

平成31年度に実施した研修は合計で77コースあり、延べ研修修
了人数は1，020人です。

■埼玉県市町村職員共済組合負担金など
15億9，969万3千円（平成31年度）
■公務災害等の発生状況（平成31年度）
公務災害／6件 通勤災害／3件

■勤務条件に関する措置の要求の状況
平成31年度に新たに提起された措置の要求はありませんでした。

また、平成30年度以前に提起された措置の要求で審査を継続した
ものもありませんでした。
■不利益処分に関する審査請求の状況
平成31年度に新たに提起された審査請求はありませんでした。ま

た、平成30年度以前に提起された審査請求で審査を継続したもの
もありませんでした。

■職員手当の状況

■特別職の報酬などの額

■勤務時間の概要

■年次有給休暇の取得状況（平成31年度）
平均取得日数／11．1日

※1年につき最高20日間付与され、前年度からの繰り越し分を含め
ると最高40日間です。
■時間外勤務の状況（平成31年度）
平均時間外勤務時間数／年間128．1時間

■育児休業等の取得状況（平成31年度）
育児休業取得者数／78人（うち新規27人）
部分休業取得者数／40人（うち新規18人）

■分限処分（平成31年度）…24人（病気休職23人、降任1人）
■懲戒処分（平成31年度）…3人（戒告2人・停職1人）

職員の守るべき義務の概要
・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
・信用失墜行為の禁止
・秘密を守る義務
・職務に専念する義務
・政治的行為の制限
・争議行為等の禁止
・営利企業等の従事制限
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